
豊中市事業系ごみ処理機設置補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の事業所から排出される生ごみ等の一般廃棄物の減量化及び

資源化の促進を図るため、ごみ処理機を設置する事業者に対し、予算の範囲内におい

て、豊中市事業系ごみ処理機設置補助金（以下「補助金」という。）を交付すること

について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（1）生ごみ等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第２

条第２項に定める一般廃棄物のうち、事業活動によって生じた生ごみやおむつ等の

事業系一般廃棄物をいう。 

（2）ごみ処理機 生ごみ等を発酵、加熱、乾燥等の方法で分解することにより、減

量、消滅、又は堆肥化することが可能な機械（ディスポーザを除く。）をいう。 

（補助対象） 

第３条 補助金の交付対象となるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（1）市内に事業所を有するもの。 

（2）当市に納付すべき市税の滞納がないもの。 

２ 補助金の交付対象となるごみ処理機は、前項第１号に規定する事業所を有するもの

から排出される生ごみ等を処理するもので、減容率 80％以上のものをいう。 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、ごみ処理機本体の価格に設置費用を加えた額（消費税及び地方

消費税を除く。）に２分の１を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。 

２ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

３ 補助金の交付は、1事業所につき 1回限りとする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申込者」という。）は、あらか

じめ豊中市事業系ごみ処理機設置補助金交付申込書（様式第１号）に次に掲げる書類

を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第６号に掲げる書類にあっては、

当市に納付すべき市税の納税状況について調査することに申込者が同意する場合は、

省略することができる。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 設置場所の案内図及び配置図 

(3) ごみ処理機設置に要する費用の見積書の写し 

(4) ごみ処理機の仕様書又はパンフレット 

(5) 登記簿謄本（法人）又は住民票（個人） 

(6) 直前１年の市税に未納のない証明書 

 



（交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、補助金

の交付を決定したときは豊中市事業系ごみ処理機設置補助金交付決定通知書（様式第

３号）により、不交付を決定したときは豊中市事業系ごみ処理機設置補助金不交付決

定通知書（様式第４号）により、申込者に通知するものとする。 

（交付申込みの変更） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたもの（以下「交付決定者」という。）

は、第５条の規定による申込みの内容を変更しようとするときは、あらかじめ豊中市

事業系ごみ処理機設置補助金変更承認申込書（様式第５号）に必要な書類を添えて市

長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認め

るときは豊中市事業系ごみ処理機設置補助金変更承認通知書（様式第６号）により、

不適当と認めるときは豊中市事業系ごみ処理機設置補助金変更不承認通知書（様式第

７号）により、交付決定者に通知するものとする。 

（完了届） 

第８条 交付決定者は、ごみ処理機の設置が完了したときは、当該年度の 2月末日まで

に、豊中市事業系ごみ処理機設置完了届（様式第８号）に次の書類を添えて市長に提

出しなければならない。 

(1) ごみ処理機の設置に係る領収書の写し 

(2) ごみ処理機の設置状況が分かる写真 

（補助金の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による完了届の提出があったときは、その内容の審査及び

現地調査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは補助金の交付額

を確定し、豊中市事業系ごみ処理機設置補助金確定通知書（様式第９号）により交付

決定者に通知しなければならない。 

（補助金の交付請求） 

第 10 条 交付決定者は、前条の通知を受けたときは、速やかに豊中市事業系ごみ処理

機設置補助金交付請求書（様式第 10号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

 第 11 条 市長は、前項の規定による請求があったときは、30 日以内に当該補助金交

付請求書に係る補助金を交付するものとする。 

（管理義務） 

第 12 条 交付決定者は、本要綱により設置したごみ処理機（以下「補助対象ごみ処理

機」という。）を常に良好な状態で維持管理するとともに、補助対象ごみ処理機を設

置した日から５年間（以下「設置期間」という。）以上継続して使用しなければなら

ない。ただし、補助対象ごみ処理機の故障（正常な使用の範囲内において故障した場

合に限る。）により、やむを得ず設置を中止し、又は廃止する場合にあっては、この

限りでない。 

２ 前項の規定により、中止し、又は廃止する場合には、交付決定者は速やかに報告し、



市長の承認を得るものとする。 

３ 交付決定者は、補助対象ごみ処理機による生成物を資源化目的に利活用し、又は適

切に処理しなければならない。 

４ 交付決定者は、補助対象ごみ処理機に係る関係書類を整理し、設置期間内保管しな

ければならない。 

（利用状況の報告） 

第 13 条 交付決定者は、補助対象ごみ処理機を設置した年度から 5 年度間、豊中市事

業系ごみ処理機利用状況報告書（様式第 11 号）を年度ごとに、市長に提出するもの

とする。 

２ 前項の報告書は、各年度終了日から 30日以内に提出しなければならない。 

（目的外の利用、譲渡等の禁止） 

第 14 条 交付決定者は、補助対象ごみ処理機を補助金の交付の目的に反して使用し、

休止し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付決

定者が補助金の全額を市に返還したとき又は設置期間を経過したときは、この限りで

ない。 

（補助金交付の取消し等） 

第 15 条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に補助金が交付されているとき

は、返還を命ずることができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金を受けたとき。 

 (2) その他この要綱の規定に違反したとき。 

（立入検査） 

第 16 条 市長は、補助金の交付事務の適正な履行に関し必要な限度において、交付決

定者に対し、職員を補助対象ごみ処理機の設置場所に立ち入らせ、交付決定者の立会

いのもとに、当該職員に補助対象ごみ処理機の運転状況を検査させることを求めるこ

とができる。 

２ 交付決定者は、前項の規定により市長からの求めがあったときは、特段の理由がな

い限り、これに協力しなければならない。 

（市に対する協力） 

第 17条 交付決定者は、市が行うごみの減量化・資源化施策に協力するものとする。 

   附 則 

    この要綱は、令和 5年 5月 1日から施行する。 

  この要綱は、令和 6年 5月 1日から施行する。 

 



  

（様式第１号） 

豊中市事業系ごみ処理機設置補助金交付申込書 

 

年  月  日 

 （宛先）豊中市長 

申込者 住所又は所在地 

 

名   称 

 

代表者名 

 

 次のとおり申込みます。 

１ 設 置 事 業 所 名   

２ 
設 置 事 業 所 の 

所 在 地 
  

４ 
設 置 経 費 
ごみ処理機本体価格及び設置費用 

（消費税及び地方消費税を除く。） 

                                     円 

５ 補 助 金 申 込 額                                      円 

６ 設 置 予 定 日          年    月    日 

７ 添 付 書 類 

  □ 事業計画書（様式第２号） 

 □ 設置場所の案内図、配置図 

 □ ごみ処理機設置に要する費用の見積書の写し 

 □ ごみ処理機の仕様書又はパンフレット 

 □ 登記簿謄本（法人）又は住民票（個人） 

 □ 直前1年の市税に係る納税証明書（市税の納税状況 

の調査への同意があれば省略可） 

８ 連 絡 担 当 者 

住所 

 

氏名        電話番号 

 

【市税滞納有無調査同意欄】 

豊中市事業系ごみ処理機設置補助金交付申込みのため、当該補助金事務主管課長が直近

の市税の納税状況を調査することに同意します。 

 

 （宛先）豊中市長 

   年  月  日 

         申込者  代表者名       

 

 

 

  



  

（様式第２号） 

※１「生ごみ等の発生量」については、申込みの前年度の年間数量を記入してください。 

※２「生ごみ等の内訳」については、「調理くず」「食べ残し」「紙おむつ」など、種類に応じた

割合を記入してください。「その他」には（  ）内に具体的な内容を記入してください。 

  

 

事 業 計 画 書 

 

１ 設 置 事 業 所 名  

２ 業 種  

３ 設 置 機 器 

メーカー名 

機 器 名 

減容率     ％ 

台数      台 

処理能力    ㎏／日 

４ 処 理 方 法 □消滅型  □堆肥型  □その他（         ） 

５ 生ごみ等の発生量 日量平均     k g     年間      ｔ 

６ 生 ご み 等 の 内 訳 

  □調理くず        ％ 

 □食べ残し        ％ 

 □紙おむつ        ％ 

 □その他（     ）  ％ 

７ 
設 置 機 器 に よ る 

ご み の 処 理 計 画 

 □消滅型 年間処理量     ｔ 

 

 □堆肥型 年間処理量     ｔ 

年間生成量     ｔ 

      利用方法（               ） 

 

 □その他 年間処理量     ｔ 



  

 

（様式第３号） 

豊 環 減 第   号 

豊中市事業系ごみ処理機設置補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日 

 

                様   

 

 

 

                豊中市長           印 

 

     年  月  日付けで申込みのあった豊中市事業系ごみ処理機設置補助金について

は、次のとおり決定したので通知します。 

１ 設置事業所名   

２ 
補 助 金 交 付

決 定 金 額 
                                     円 

３ 補 助 条 件 

(1)豊中市事業系ごみ処理機設置補助金交付申込書の内容を変更す

るときは、必要な書類を添えてあらかじめ豊中市事業系ごみ処理

機設置補助金変更承認申込書を提出すること。 

(2)ごみ処理機の設置が完了したときは、速やかに豊中市事業系ごみ

処理機設置完了届に必要な書類を添えて、提出すること。 

(3)ごみ処理機を常に良好な状態で維持管理するとともに、設置した

日から５年間以上継続して使用すること。 

(4)ごみ処理機の故障（正常な使用の範囲内において故障した場合に

限る）により、やむを得ず中止又は廃止をする場合は豊中市事業

系ごみ処理機設置事業中止・廃止申込書を提出すること。 

(5)ごみ処理機による生成物を資源化目的に利活用し、又は適切に処

理すること。 

(6)ごみ処理機に係る関係書類を補助対象期間内保管し、市から求め

られたときは、関係書類を提示すること。 

(7)補助対象期間内の各年度終了後、30 日以内に豊中市事業系ごみ

処理機利用状況報告書を提出すること。 

(8)ごみ処理機を補助金の交付の目的に反して使用し、休止し、譲渡

し、交換し、貸し付け又は担保に供しないこと。 

(9)その他豊中市事業系ごみ処理機設置補助金交付要綱の規定を遵

守すること。 

 

 

  



  

（様式第４号） 

豊 環 減 第   号 

 

豊中市事業系ごみ処理機設置補助金不交付決定通知書 

  

                                  年  月  日 

 

                       様 

 

                                             豊中市長                    印 

 

  

     年  月  日付けで申込みのあった豊中市事業系ごみ処理機設置補助金につ

いては、次の理由により交付しないことと決定したので通知します。 

  

 

不交付の理由 

 

                                       

 

 

                                       

 

 

                                       

 

 

                                       

 

 

                                       

 

 

                                       

 

 

                                       

 

 

                                       

 

 

                                       

 

 

  



  

（様式第５号） 

豊中市事業系ごみ処理機設置補助金変更承認申込書 

 

       年  月  日 

 

 （宛先）豊中市長  

 

住所又は所在地 
   

名       称 
   

代  表  者  名 

 

    年  月  日付け   第   号で交付決定された申込み内容について、豊

中市事業系ごみ処理機設置補助金交付要綱第７条の規定により変更承認を申込みます。 

１ 設置事業所名   

２  変 更 内 容   

３  変 更 の 理 由   

４  変 更 日 年    月    日 

５  添 付 書 類 

□ 事業計画書（変更がある場合） 

 □ 設置場所の案内図、配置図（変更がある場合） 

 □ 変更に係るごみ処理機設置に要する費用の見積書の写し 

 □ 変更に係るごみ処理機の仕様書又はパンフレット 

  



  

（様式第６号） 

豊 環 減 第   号 

 

豊中市事業系ごみ処理機設置補助金変更承認通知書 

 

 

  

 年  月  日 

 

            様 

 

 

 

豊中市長            印 

 

 

     年  月  日付けで申込みのあった豊中市事業系ごみ処理機設置補助金変更

承認申込みについては、次のとおり承認します。 

 

１ 設置事業所名   

２ 
補助金交付 

決 定 金 額 

 

円 

３ 条 件 

  

  

  

  

４ 指 示 事 項 

  

 

  



  

（様式第７号） 

豊 環 減 第   号 

 

豊中市事業系ごみ処理機設置補助金変更不承認通知書 

  

                                   年  月  日 

 

                       様 

 

                                              豊中市長           印 

 

  

     年  月  日付けで申込みのあった豊中市事業系ごみ処理機設置補助金変更

承認申込みについては、次の理由により承認しないことと決定したので通知します。 

  

 

不承認の理由 

 

                                                

 

 

                                              

 

 

                                                

 

 

                                                

 

 

                                                

 

 

                                                

 

 

                                                

 

 

                                                

 

 

                                                

 

 

  



  

（様式第８号） 

豊中市事業系ごみ処理機設置完了届 

 

年  月  日 

 

 

 （宛先）豊中市長  

 

 

住所又は所在地 
   

名       称 
   

代  表  者  名 

 

 

 ごみ処理機の設置が完了しましたので、関係書類を添えて提出します。 

１ 設置事業所名   

２ 設 置 機 器 名   

３ 設 置 完 了 日 年    月    日 

４ 添 付 書 類 

□ ごみ処理機の設置に係る領収書の写し 

  

□ ごみ処理機の設置状況が分かる写真 

 

  



  

（様式第９号） 

豊 環 減 第   号 

 

豊中市事業系ごみ処理機設置補助金確定通知書 

 

年  月  日 

 

                様   

 

 

                豊中市長             印 

 

 

      年  月  日付けで完了届のあった豊中市事業系ごみ処理機については、豊中市

事業系ごみ処理機設置補助金交付要綱第９条の規定により、次のとおり補助金の額が確定した

ので通知します。 

１ 設置事業所名   

２ 補助金確定金額                                      円 

３ 補 助 条 件 

(1)ごみ処理機を常に良好な状態で維持管理するとともに、設置し

た日から５年間（補助対象期間）以上継続して使用すること。 

(2)ごみ処理機の故障（正常な使用の範囲内において故障した場合

に限る）により、やむを得ず中止又は廃止をする場合は豊中市事

業系生ごみ処理機設置事業中止・廃止申込書を提出すること。 

(3)ごみ処理機による生成物を資源化目的に利活用し、又は適切に

処理すること。 

(4)ごみ処理機に係る関係書類を補助対象期間内保管し、市から求

められたときは、関係書類を提示すること。 

(5)補助対象期間内の各年度終了後、30日以内に豊中市事業系ごみ

処理機利用状況報告書を提出すること。 

(6)ごみ処理機を補助金の交付の目的に反して使用し、休止し、譲渡

し、交換し、貸し付け又は担保に供しないこと。 

(7)その他豊中市事業系ごみ処理機設置補助金交付要綱の規定を遵

守すること。 

 

  



  

（様式第10号） 

豊中市事業系ごみ処理機設置補助金交付請求書 

 

年  月  日 

 

 

 （宛先）豊中市長  

 

 

住所又は所在地 
   

名       称 
   

代  表  者  名 

 

 

 次のとおり補助金の交付を請求します。 

１ 設 置 事 業 所 名   

２ 補 助 金 確 定 金 額                                      円 

３ 設 置 日 年    月    日 

４ 振 込 先  

 

（カタカナ） 

口 座 名 義 人 

 

 

金 融 機 関 名   

 

 

 

銀行・金庫  

 

本店・支店  

□ 

  

口 座 番 号 

 

当座・普通 

 

 NO.             

 

 

  



  

（様式第11号） 

 

豊中市事業系ごみ処理機利用状況報告書 

 

年  月  日 

 

 

 （宛先）豊中市長  

 

住所又は所在地 
   

名       称 
   

代  表  者  名 

 

 次のとおり、    年度分の利用状況を報告します。 

 

設 置 事 業 所 名  

設 置 機 器 名  

設  置  日  年   月   日  

月 使用日数 処理量 備      考 

4月 日 ｋｇ   

5月 日 ｋｇ   

6月 日 ｋｇ   

7月 日 ｋｇ   

8月 日 ｋｇ   

9月 日 ｋｇ   

10月 日 ｋｇ   

11月 日 ｋｇ   

12月 日 ｋｇ   

1月 日 ｋｇ   

2月 日 ｋｇ   

3月 日 ｋｇ   

合計 日 ｋｇ   

 ※堆肥型の場合は利活用状況を記入してください。 

  堆 肥 量   年間     ｋｇ 

  利活用状況 

その他 

参考となる資料があれば添付してください。 

 

 ※各年度終了後、30日以内に提出すること。 


